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第２回西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 

新 市 の 事 務 所 の 位 置 検 討 小 委 員 会 

                 日時：平成１４年１２月１４日（土）午後２時 

                 場所：西条市役所５階大会議室 

１．開会 

 

２．議事 

  （１）報告事項 

   ①２市２町の庁舎の現況について 

  （２）審議事項 

   ①庁舎の建設の是非について 

 

３．その他 

  （１）第３回小委員会の開催日程について 

 

５．閉会 
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○出席委員 

石川 昭司 近藤 經美 北野 英昭 戸田 健一 

青木五十司 茎田 元近 岡田 初 真鍋 行義 

塩崎 武司 渡邊 良一 越智 哲雄 青野 久美 
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発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長   定刻がまいりました。 

         委員の皆様方には、ご多忙の中、ご出席をいただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

         それでは、ただいまから西条市・東予市・丹原町・小松町合併協

議会新市の事務所の位置検討小委員会の第２回会議を開会いたし

ます。 

         なお、本日の小委員会は、通常の協議会同様に、一般の方の傍聴、

報道関係者、行政関係者も同室しておりますので、ご了承いただき

たいと思います。 

         会議の開催につきましては、小委員会規程第５条第２項によりま

して、半数以上の出席が必要ということでございますが、本日の委

員参加数全員でございます。本日の会議が成立しておりますことを、

まずご報告を申し上げます。 

         それでは、ただいまから議事に入りたいと思いますが、小委員会

の議長は、小委員会規定第５条第３項の規定によりまして委員長が

務めることになっておりますので、議長を委員長にお願いしたいと

思います。それでは議長、よろしくお願いします。 

 

  岡田議長   それでは、早速議事に入らせていただきます。 

         報告事項①の２市２町の庁舎の現況について、事務局より説明を

求めます。 

 

  事務局    それでは、お手元の資料の２ページをご覧ください。 

         ２市２町の庁舎の現況について、前回の資料で各階の配置につい

てはご説明いたしましたが、今回は、それと付属資料の方の、付属 
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発言者 議題・発言内容 

  事務局   資料１をもとに、各階のレイアウトの状況につきまして、説明をい

たしたいと思います。 

         それでは、付属資料の方の付属資料１の１ページをお開けくださ

い。付属資料の１の方をお願いします。 

         付属資料の２市２町の庁舎等のレイアウトにつきましては、委員

の皆様に庁舎の配置関係を確認していただくために、２市２町の庁

舎につきまして、同じ縮尺でのレイアウト図を作成いたしまして、

それの配置状況について確認をいただくものであります。 

         まず、付属資料の１ページ目から３ページ目が西条市役所の１階

から６階までの配置図です。西条市役所は７階建てでございますが、

７階は傍聴席がほとんどございますので、このレイアウト図からは

外しております。 

         まず、１ページなんですが、１ページは、１階と２階のレイアウ

トを示してあります。１階には、市民課、社会福祉課、出納室、生

活福祉部長室、収入役室などが配置されております。右の２階には、

税務課、下水道課、水道課、生活環境課、農林水産課、それと企画

産業部長室が配置されております。 

         続きまして、２ページ目が３階と４階の配置図でございます。３

階には、情報推進室、電算室、総務課、監理課、都市整備課、建設

課、それと建設部長室。右側の４階には、市長室、助役室、秘書課、

職員課、財政課、商工観光課、企画調整課、総務部長室などが配置

されまして、次の３ページが５階と６階の配置図でございます。５

階には、この大会議室を初めまして、監査委員室、あと議会の委員

会室、電話交換室などが配置されております。６階は、議場を含む

議会関係の委員会室等が配置されております。 
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発言者 議題・発言内容 

  事務局    以上が、今います西条市庁舎の１階から６階までのレイアウトで

す。 

         続きまして、４ページから６ページが、この市役所の道を挟む向

かい側にあります市民センターでの各課室のレイアウト図でござ

います。それで、ちょうど真ん中にエレベーターがございますが、

そのエレベーターから上の部分が主に市民センターでございまし

て、下の部分、ちょうど南側になるわけですが、下の部分が市民会

館という、同じ建物でございますけれども、市民センターと市民会

館という使い分けをしております。主に市民会館の方は貸室、ホー

ル等を中心とした構成でありまして、市民センター側に、図面で見

ますと、上の方に市役所の関係課室が配置されております。 

         西条市民センターの１階には、高齢福祉課、農業委員会、土地改

良区連合会などが配置されております。２階には、この市民センタ

ーには、保健センターと、保健センターに関連する部屋が配置され

ております。 

         続きまして、５ページですが、西条市民センターの３階と４階の

レイアウト図でございます。市民センターの３階には、教育委員会

と、それに関連する団体室等が配置されております。続きまして、

４階なんですが、４階には、選挙管理委員会と、あと右側にある会

議室は、５階にあります西条市公民館の関連の会議室でございます。

５階には、西条市公民館の事務室と講堂、それと関係の会議室が配

置されております。以上が、西条市役所と、西条市民センターの配

置図でございます。 

         続きまして、７ページから９ページが東予市役所の庁舎のレイア

ウト図でございます。 
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発言者 議題・発言内容 

  事務局    まず７ページ、東予市の市役所の１階には、市民課、生活環境課、

税務課、会計課、収入役室などがレイアウトされております。続き

まして２階には、管理課、建設課、都市計画課、商工振興課、農業

土木課、土地改良区、農業水産課、農業委員会などが配置されてお

ります。ちょうど東予市役所の真ん中の部分は吹き抜けになってお

りまして、真ん中の部分は事務室はございません。 

         次、８ページが３階と４階のレイアウト図でございます。３階に

は、市長室、助役室、財政課、総務課、教育長室、教育委員会、企

画広報課、情報化推進室、電話交換室などが配置されておりまして、

４階は議場を含めまして、議会関係、監査委員室などがあり、５階

は会議室が配置されております。 

         東予市も西条市と同様に、部長制を敷いておりますが、東予市の

場合は、特に部長室というのは設けておりませんので、この中には、

レイアウトとしては入っておりません。 

         次の９ページが５階のレイアウトです。ここはもう会議室になり

ます。 

         次に、１０ページが東予市の総合福祉センターの事務室の使用可

能部分を取り出しております。この合併協議会も２階の会議室で開

催しておりますが、その１階部分に保健介護課、保健センターを兼

ねるものです。それと、人権啓発センター、福祉事務所、そのほか

に社会福祉協議会の事務室、シルバー人材センターの事務室も総合

福祉センターの方に配置されております。 

         続きまして、１１ページ目から１３ページ目が丹原町役場のレイ

アウトでございます。少し細長い建物でありますので、１３ページ

目にありますのは、１１ページの東側の部分、１階が非常に長くな 
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発言者 議題・発言内容 

  事務局   っておりますので、１３ページ目は１階の東側の部分になっており

ます。丹原町役場は１階には、住民課、税務課、保健福祉課、農地

整備課、水道課、建設課、産業課、出納室、収入役室などが配置さ

れております。その図では右側になりますが、２階には、町長室、

助役室、総務課、企画財政課、農業委員会、教育長室、教育委員会、

選挙管理委員会、あと会議室などが配置され、３階には、議場を含

む議会関係が配置されております。これが、１１ページから１３ペ

ージが丹原町役場のレイアウトでございます。 

         １４ページが、町役場のすぐ隣にございます保健センターの配置

図で、そこには、丹原町の保健センターが事務室として使っており

ます。それが、１４ページ、丹原町の保健センターでございます。 

         次に、１５ページと１６ページが小松町役場のレイアウト図にな

ります。小松町役場の１階には、住民課、健康福祉課、税務課、出

納室、収入役室、あと会議室などが配置されておりまして、その下

側の２階には、町長室、助役室、総務課、教育委員会、会議室等、

３階が次の１６ページでございますが、３階には、産業課、農業委

員会、議会事務局、議長室で、その右側の４階に議場を含めまして、

議員の関係の部屋が配置されております。 

         次が１７ページなんですが、１７ページが、小松町地域福祉保健

センターで、事務室に使っている部分でございます。ここには、保

健センターも入っておりますし、あと社会福祉協議会、それとシル

バー人材センターもここに事務室を構えております。 

         以上が、付属資料１の２市２町の本庁舎及び付属庁舎のレイアウ

ト図でございます。 

         以上で、説明を終わります。 
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発言者 議題・発言内容 

  岡田議長   ただいま事務局から各２市２町の庁舎の状況等について報告があ

りました。これにつきまして、質問、ご意見ございましたら、よろ

しくお願いいたします。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  岡田議長   特になければ、報告事項①につきましては、ご了承いただいたも

のとして進めさせていただきます。 

         続きまして、審議事項①の庁舎の建設の是非について、事務局よ

り説明を求めます。 

 

  事務局    続きまして、庁舎の建設の是非について、ご説明をいたします。 

         この庁舎の建設の是非と言いましても、かなり大ざっぱに説明し

ておりますので、お手元の付属資料２の方をご覧ください。付属資

料２の１８ページでございます。そこで庁舎建設の是非について、

具体的に説明をいたしたいと思います。 

         まず、庁舎の建設是非の検討に当たりましては、次回に審議を予

定しております事務所の事務の方式と密接な関係がございます。こ

の二つは切り離しにくいもので、多分、これからの審議を進めてい

く上で、同時進行になるかと思いますが、新市建設計画等の策定に

もこの事務所の位置の決定、事務所の建設の建設の決定というのが

非常に重要でありますので、今回、一番最初に庁舎の建設の是非を

上げさせていただいております。 

         まず１８ページからで説明をいたします。まず、１８ページの下

の欄なんですが、最初に、やはり建設をするのか、しないかについ 
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発言者 議題・発言内容 

  事務局   て審議を行うべきではないかというふうに考えております。建設す

るにしましても、ある程度の規模と目安が必要かと思いますので、

本庁方式の場合の必要面積について、同等規模の新居浜市を参考に

いたしますと、敷地面積と延べ面積とも約２万平方メートル程度の

事務室が必要であろうかと思います。ちょうど新居浜市役所がこの

規模でございます。それは敷地面積等必要面積をそこに示しており

ます。 

         次の１９ページ、上の段に、最近のこういう庁舎、他市町の庁舎

の建設の工事費を一覧にしております。参考にいたしましたのは、

西条地方局、重信町、松前町、この三つを参考に、延床面積、工事

費、それと平米当たりの単価をそこに示しております。 

         次に１９ページの２番、新庁舎を建設する場合の検討ですけれど

も、まず、建設するという選択肢を選んだ場合には、建設場所を検

討する必要がございます。新しい場所に建設するのか、それとも既

存の施設の一部を利用して、必要部分を新たに建設するのかという

どちらかを検討することになります。次に、新しい場所に建設する

を選んだ場合には、下に行きまして、事務所を建設する位置、場所

を選定するのが小委員会の審議事項になります。既存の施設を一部

利用し、必要部分を新たに建設する場合は、２市２町の事務所のう

ち、どこを利用するのかを決めていかなければなりません。 

         その場所が決まりましたら、次に２０ページになりますが、この

事務所の建設時期について検討を行うようになると考えておりま

す。まず合併前に着手するのか、合併後、すぐ着手するのか。合併

後、何年以内に着手するのかを検討し、それの決定をいたします。

ただ、どのケースにおきましても、合併までの工期がございません 
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発言者 議題・発言内容 

  事務局   ので、当分の間の事務所の位置、事務の方式を検討して、その両方

をセットで決定するということになります。 

         次に、時期が決まりましたら、その建設方法につきまして、合併

特例債を適用するのかしないのかの判断がございます。合併特例債

を適用する場合には、新市建設計画にも組み入れる必要がございま

す。それで、その新市建設計画に組み入れる場合も、場所、建設時

期等を完全に特定した表現にするのか、それとも計画の変更ができ

るように緩やかな表現にするのか。これの緩やかな表現というのが、

以前、視察研修をしていただきました徳山の方に新しく周南になる

ところですけれども、そこがこの右側のような決定をいたしており

ます。新市建設計画に組み入れないというふうに決めた場合は、当

分の間は現状のままで移行して、新市になって検討するという結論

を導き出すようになろうかと思います。 

         次の２１ページの上段には、合併特例債の適用事業としまして、

そのうち、合併後の市町のまちづくりのための建設事業に対する財

政措置としまして、国の標準事業等に対する事業について参考資料

として説明を載せてあります。 

         次に、２１ページの下の方ですが、先ほどの一番最初の選択肢で、

新庁舎を建設しないというふうに選択した場合ですが、その場合に

は、事務所の事務の方式を検討し、現在の既存の庁舎を利用して、

事務所の位置をどこにするのかを審議いたします。それにつきまし

ては、総合支所方式、本庁方式、分庁方式という代表的な事務方式

がございまして、これは、第１回の資料でそれぞれの長所、短所、

メリット、デメリットをお示ししたとおりでございます。 

         次、２２ページに参考といたしまして、現在の庁舎で勤務する職 
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発言者 議題・発言内容 

  事務局   員の数を一覧にしております。これにつきましては、まず、西条市

がこの本庁舎の方には、勤務している正規職員、臨時職員及び嘱託

職員は含んでおりませんが、本庁内で勤務する職員は２１９名です。

市民センターの方で勤務している職員は６０名になっております。

東予市役所は、本庁舎では１５３名、それと総合福祉センターには

３１名の職員が勤務しております。丹原町は本庁舎に９３名、保健

センタにーに６名の勤務が現状です。小松町は、本庁内に６５名、

保健センターの方に５名、あと水道が別館になっておりますので、

水道課が４名という状況でございます。 

         ここで、延べ面積、これは本庁だけの延べ面積ですが、延べ面積

の合計が１万9,５８８平方メートルで、先ほど申しました本庁の場

合の必要な面積、新居浜市役所の面積とほぼ同等の面積となります。 

         続きまして、２２ページの下に、市役所に関係する公共的団体の

事務局が市役所内にございますので、それの一覧を示しております。

まず、社会福祉協議会なんですが、西条市は、産業情報支援センタ

ー内に現在はございます。東予市は総合福祉センター内、丹原町は

福祉センター内、それと小松町は地域福祉保健センター内にござい

ます。続きまして、シルバー人材センターなんですが、西条市は、

市民公園の事務所内、東予市は総合福祉センター内、丹原町は福祉

センター内、小松町は地域福祉保健センター内でございます。土地

改良区の連合会もしくは土地改良区になりますが、西条市は市民セ

ンター、東予市、丹原町、小松町は本庁舎の中にあります。そのほ

かに観光協会とか、デイサービスセンターとかがそれに複合しまし

て配置されている状況でございます。 

         以上が、庁舎の建設の是非につきまして検討すべき項目について、 
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発言者 議題・発言内容 

  事務局   具体的な説明例を挙げたものでございます。 

         以上で、説明を終わります。 

 

  岡田議長   第１回小委員会でご確認いただいたように、庁舎の建設の是非に

つきましては、今回と次回、第３回の２回で審議する予定となって

おります。したがいまして、本日の審議で結論を出すことは予定し

ておりませんので、ご了承ください。 

         それでは、ただいま事務局から説明申し上げました審議事項、庁

舎の建設の是非につきまして、ご質問をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

         私から申し上げて余談になろうかと思いますが、先ほど事務局か

ら申し上げておりましたように、新市建設計画の委員会の方とこの

委員会の庁舎の件が一緒にならんと審議ができんというようなこ

とで、きょうの会になっておるわけでございますので、その辺をご

了承いただいたらと思います。 

         先ほど現在の２市２町の庁舎の図面等ご説明いただいたんですけ

れども、どの庁舎をとってみても、一つでは、将来、どうしてもお

さまりがつかんのではないかというのが、私、個人的な考えですけ

れども、どの庁舎を使うというても、それは到底不可能であろうと

思いますので、やっぱり新しく考えないかんかなという気持ちも持

っておりますが、皆さんのご意見をぜひ伺いたいと思います。 

 

  真鍋委員   この件について、なかなか難しい問題であるんですけど、法定協

議会に上げるまでに、ここでもう決めてしまうのか。例えば、案を

二つほど持って法定協議会へ上げていくのか。それともう一つは、 



 

－13－ 

発言者 議題・発言内容 

  真鍋委員  これ、もう一つは事務局へお尋ねするんですが、スケジュールとし

て、いつぐらいまでに、夏に住民説明会が始まるんですが、いつま

でに決めていかないかんのか。事務局の方に、そのあたりもひとつ

お願いします。 

 

  事務局    まず小委員会でお尋ねの内容を決めるかということでございます

が、これは、小委員会規程で、一応、事務所の庁舎の位置建設の是

非についても審議事項になっております。そういうことでございま

すので、小委員会でその方向づけをいただきたい。そして、最終決

定は協議会でしていただくということでお願いいたします。 

         それから、スケジュールでございますが、これは、現在、スケジ

ュールは示しておりませんが、ただ、第１回目のときに、審議事項

ということで、最終審議が、たしか６月下旬ということでお示しは

いたしておりますが、これは、新市の名称とも兼ね合いがございま

すけれども、事務局の案でございますが、１０月ぐらいまでには協

議会で決定をしていただきたいと、このような考え方は持っており

ます。ですから、それからいたしますと、この小委員会では、６月、

あるいは７月ぐらいまでには決定をしていただきたい。こういう案

は持っております。 

         以上でございます。 

 

  岡田議長   事務局はああいうことでございますけれども、先ほど、私、ここ

書いてある内容を読んだんで、次回、第３回、２回でとか一応は言

っておりますけれども、個人的に考えましても、１回や２回では到

底できんことで、私、委員さんだけここへ出てきて、さっさと個人 
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発言者 議題・発言内容 

  岡田議長  的な意見をまとめたんでもいかん。議員さん、議長さんであれば、

帰って特別委員会で相談もかけてこないかんという問題もありま

すので、行ったり戻ったり何遍もせな難しい問題だと考えておりま

す。 

 

  真鍋委員   流れによったら、当然持ち帰って、議員に相談をして、特別委員

会もあるわけですから、そこへ相談して、また小松町の意見として

出してくるということになってくると思います。 

 

 茎田副委員長  意見というのはいろいろあると思うんですよ。やっぱり２市２町

ですから、２市２町の意見はあると思うんですけれども、この小委

員会というのは、やっぱり一つの方向というのは大事なことで、そ

こで、やっぱりやっていかないかんということは、その場所の云々

というより、きょうの会合というのは、建てるか建てんかというこ

との会合ですから、きょうは建てるということで結審をして、それ

から場所のことにおいては、その検討委員会等いろいろな中でのや

りとりの中で決めていかないかん問題じゃないかなという気がす

るんです。その中で、やっぱり場所というのは引っ張りあいするの

で、なかなか僕は難しいじゃないかと思う。やるという方向建てて

もね。それ、最終的にだれがどう調整するかはなかなか難しい問題

等あるんですけれども、一つのきょうの会合としては、庁舎を建て

るという一つの方向だけは、ここでやっておかなかったら、次の新

市の小委員会に議題として出せんという問題が僕はあるんじゃな

いかと思うんで、そこらをやっぱり議長、決めておいてもらったと

思うんです。 
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発言者 議題・発言内容 

  岡田議長   茎田委員さんからああいうお話が出ておりますが、これ、大変大

事なことなので、どなたからでもということではなしに、全員のや

っぱりそれぞれお考えを出してほしいと思いますので。 

 

  塩崎委員   今、副委員長さんのご意見を聞いておって、もっともじゃ思うん

ですよ。事務局の資料の説明の中でも、新居浜市と同等のところが

１８ページでも説明されておりますし、２２ページでも足したとこ

ろで、全部足してもまだ新居浜市よりか狭いというふうなことであ

れば、建てなしようがない。あっち話、こっち話を待っておっても

しようがない。きょうのことは、きょう、建てるということで、そ

れを全体において、これから後の会議も進めていかないと、小委員

会が唱えてしたり、協議会のあれで持ち上げても、そこまで持って

いっても、……なったら何もならんと思いますので、きょうはその

一つ、建てるということを前提にして、次回の会議、それまでに預

かっておる資料とか、また必要な資料をもし要るとすれば、事務局

へ言うてやっていくようにした方が、僕も前向きやないか、答えは

早くできるんじゃないかと思います。 

         以上です。 

 

  岡田議長   それでは、こちらから西条市議長さんから順に、ご意見、一人ず

つ述べていただきたい。 

 

  青木委員   そうでございまいすね。大体、私らが思っているのは、今度のこ

の合併は、そもそも国は素直には言わんけれども、地方自治体のリ

ストラじゃなかろうかと思うような気がするんですよね。というこ 



 

－16－ 

発言者 議題・発言内容 

  青木委員  とは、経費を削減したいという様子がたくさんあるんじゃないかと

思われます。それに協力をするということになりますと、必ずしも

市庁舎を１点もう建ててしまってということ、これは、建てたらも

う随分やっぱりまた借金も残りますからね、その自治体には。で、

しますと、新庁舎を建設するという意見に対しましては、非常にど

うだろう、どこかを中心にして、そして支所方式というふうな形が、

とりあえずはいいんじゃなかろうかと思うようなのが現状です。し

たがいまして、新庁舎を建てるということには、なかなかどんなも

んだろうかなという感じを持っております。 

 

  岡田議長   これは順にお聞きしていかないかんのですけれども、現状のまま

では絶対入らないというふうに、先ほどからの数字が出ております

ので、やっぱり建てる、建てん、即建てるか、先ほどの説明の中に

もありましたけれども、何年かのうちにとかいうのもそれぞれあり

ましたけれども、やっぱり建てるといってもその辺の問題もあるし、

きょう言うて明日建つものじゃないですから、その辺、十分考えて

もらってのやっぱり中での融通のある話もほしいんですけれども。

まず、西条市議長さんはああいうご意見ですが、とりあえずは次に

進みます。 

         小松の議長さん。 

 

  真鍋委員   私の方は、新庁舎建設に賛成します。というのは、やはりあそこ

のさぬき市でしたか、行ったら、どういうんですかね、分庁舎方式

だったかね、みんな同じような、総合支所方式いうんか、でやっと

ったら、実際の、先ほど西条の青木議長さんが言われたように、リ 



 

－17－ 

発言者 議題・発言内容 

  真鍋委員  ストラというか、結局、行政改革の一環でやるわけですから、それ

でやると、職員が残ってしまうんですわね。それでは意味がないし、

確かに無駄といえば無駄ですが、我々の立場からしたら、今、明確

に言うことは地域に住む住民の利便性ということも考えると、位置

のことも問題に将来なってきますし、新庁舎をつくってやる方がか

えって逆に無駄をなくすというんですか、そうなってくるんじゃな

いかと。もう一つは１０年以内にやらなければ、特例債の利用も、

これも使っていかなければならないし、要するに新庁舎を建設して

やるのがベストやないかと思っております。 

 

  岡田議長   次、小松の青野委員。 

 

  青野委員   私も、基本的には建設をしていただきたいというのが結論なんで

すけれども、いつ、どこへ、どのようなものを建てるかについては、

今後の問題であろうと思いますけれども、新市の建設計画の中へや

はりこれは入れていただいて、そこで、計画の中に入れていただく

というが、今の当面の問題だろうと思いますので、そういうことで

お願いをしたいと思います。 

         それと、もう一つは、事務局に、これは建設するについての中で

お伺いをしたいんですけれども、この資料の２２ページの中に、西

条市、東予市、丹原町、小松町の１人当たりのいわゆる平米数で面

積が出ておるわけなんですけれども、ちょうどこの庁舎を建てるに

しても、あるいは合併するにしても、いわゆる先ほど言われたよう

に、リストラということもあって、人員の削減も１０年間にかなり

減るんではなかろうかと、それが一つの大きな目的であるというふ 



 

－18－ 

発言者 議題・発言内容 

  青野委員  うに思っておるんですが、そのときに、２万平米というようなこと

の中で、面積として、今の現状での人数を考えた中での面積が出て

おると思うんですが、これは、建設するとか、せんとかのその余談

になるんですが、そこらあたりは事務局はどういうふうに、この資

料を出してきておるのか。そこはちょっとお伺いをしておいたらと

思います。 

 

  岡田議長   事務局。 

 

  事務局    ここで、職員の同等数の新居浜市を参考に選んでおりますが、こ

れは、第１回目の資料でお示ししましたように、削減計画というか、

定員管理計画を進めていった上で、将来的に適当な人数になるであ

ろうというのを想定するために、新居浜市の職員数を参考にしてお

ります。ですから、合併当時にしますと、その職員よりはるかに多

い数での事務の遂行になります。それから定員管理計画を進めまし

て、ちょうど新居浜程度の職員数を目標に進めていくということで

ございますので、現況に合わせた数でなく、将来的な想定される職

員数がおさまるための施設として、参考に挙げております。 

 

  青野委員   わかりました。 

 

  岡田議長   次、越智委員、お願いします。 

 

  越智委員   私も、いただいておるこの資料の２２ページの本庁における職員

とこのような実態内容を見てみても、やはり合併の本来の目的の、 
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発言者 議題・発言内容 

  越智委員  より合理化を図り、また市民の利便性向上の問題ではございますが、

いずれにしても、こういう現実の内容からいうと、庁舎を建設せざ

るを得んのじゃないか、このような考え方を持っております。こう

いうことでございます。 

         先ほど小松町の青野委員さんのご発言にございましたような形の

中で、どの時期にどういう形でやるのかというようなことについて

は、今後検討すべきものであると。いずれにしても、庁舎建設の是

非、こういうものにつきましては、新しくやっていかざるを得ない、

このような考え方でございます。 

         以上でございます。 

 

  岡田議長   次に、渡邊委員。 

 

  渡邊委員   結論は建ててほしいでございますけれども、私たち利用者から考

えますと、やはり城がない市はあり得ないと。やっぱり城がほしい。

しかし、財政的なものを私たちにはなかなかわかりませんし、今、

皆さんのご意見を聞いてみても、多少の余裕が与えられるとするな

らば、例えば３年後には建てようとか、４年後にはどうしても建て

ようとか、その間に事務局の方からも今のようなもっと具体的な資

料も出していただいて、そして究極の、最高のものを建てていただ

きたいというのが希望なんです。 

 

  岡田議長   次に、塩崎委員。 

 

  塩崎委員   私は、先ほどと変わりませんので。 



 

－20－ 

発言者 議題・発言内容 

  岡田議長   先ほど言うたあれで。はい。 

         その次、小松の助役さん。 

 

  戸田委員   私は、新市建設計画に盛り込んで、特例債を活用して、１０年以

内に建てなくてはならんのではないかなということで、あくまで建

てる場合は、本庁方式をお願いしていくと。それと、当然、建設ま

での当分の間、それが１０年になるのか、８年になるのか、７年に

なるのかは別として、その場合は、現在の庁舎を利用して、総合支

所方式もしくは現庁舎の広さ、本庁としての能力が足らない場合は、

分庁方式とのミックス型を検討すべきではないかと思います。 

         それで、その理由といたしましては、先ほど西条の議長さんがお

話がありましたように、今回の合併の一番大きなメリットは、いわ

ゆるリストラ化だというふうに思っております。当然、首長、理事

者、議会議員がリストラ化されるのは当然としても、一番大きいメ

リットは、職員の配置合理化であるという考え方を持っております。

それによって、多くの経費が節減されるものと思っております。 

         しかしながら、一方では、庁舎の建設を行う場合には、かなり多

額の費用が、総事業費が想定をされる。これは、先進地の事例から

いくと、合併市町村の事例では、合理化の原因によって、かなりの

分がペイできるであろうというように聞いております。それと、特

に、合理化を進めてないと、１０年間で地方交付税は減額されます

ね。５年間で段階的に減額されるということになれば、この１０年

間でかなり合理化を進めてないと、１０年間以降になっての財政的

なかなり負担が大きくなってくると。そのような意味からでも、あ

くまで新市、１０年間というその間に、それともう１点は、やっぱ 



 

－21－ 

発言者 議題・発言内容 

  戸田委員  り合併市町の速やかな一体性を図ることからも、やはり建設すべき

ではないかというように思います。 

 

  岡田議長   北野助役。 

 

  北野委員   結論から言いますと、現在の庁舎面積、職員数みても、物理的に

対応できないであろうと。建設はするべきじゃないかなと思います。

それで、事務方式との関係がありますけれども、当面、合併当初に

は、どこかの事務所を決めなければならないと。それと、住民との

合併直後の何といいますか、サービスの急激な変化、低下が起こり

得るので、当面は、総合庁舎的な考えを持たざるを得ないだろうと。 

         それと、先ほど来から出ております職員の減等の財政的な問題、

それで、合併後に、何年後に建てるかとか、財政的なものはありま

すけれども、そういう点については、今後の検討の課題で残ってく

るかと思いますけれども、建設をやるべきではないかなと思います。 

         以上です。 

 

  岡田議長   次、東予市の助役。 

 

  近藤委員   皆さん言われましたように、当然、新庁舎が必要だというのは現

状のいろんな分析からいってなってくることは間違いないと思い

ます。ただ、新市が発足するまでに建てることはこれは不可能とい

うことになりますから、新市発足の段階では、北野助役さんや、戸

田助役も言われました、皆さんもご理解されておるように、やはり

住民の利便性やサービスの面からいったら、現状をどうしても確保 



 

－22－ 

発言者 議題・発言内容 

  近藤委員  していかなくてはいけない。そうなってきますと、総合支所方式の

ような形にならざるを得ないいうことになってこようかと思いま

す。 

         合併後に建設をするということになってまいりますと、建設の新

市建設計画の中へはどういいますか、明確にきちっと時期はこうだ

とか、位置づけをするんでなくて、玉虫色に位置づけはしておいて、

新しい市が発足した後の体制の中で、十分検討をいただいて建てて

いただくと、こんなことの方がいいんじゃなかろうかという、こん

な気がしています。 

 

  岡田議長   西条市助役。 

 

  石川委員   今、助役さん方が言われましたように、当面の考え方としては、

物理的に今のままの支所方式ということにならざるを得んと思う

んですが、片一方で、新しい市が一つできるということでございま

すから、望ましいのは、当然に一つのところへ寄ってするというの

が、小松の助役さんが言われましたように新しい市の一体性という

ことで望ましいということはわかります。しかしながら、一方にお

きまして、この１０年間の中に４６４億程度と言われておるんです

が、新しい起債の事業規模ですね、その中からいいますと、新しい

土地を構えて、庁舎を建てるということになりますと、先例等のあ

れも考えまして、大体１００億程度の土地から建設費からかかると

思うんです。果たして、今のこの厳しい時期に、そういうことが優

先されていいかどうかという面も、やっぱりあるんじゃないかとい

う気がいたしております。 



 

－23－ 

発言者 議題・発言内容 

  石川委員   したがいまして、私の考え方といたしましては、当面は、今、東

予市さん言われましたように、総合支所方式ということで、緩やか

な形の表記にしておいて、実際に、具体的に建設するかどうかとい

うのは、新しい市ができた段階でのまたご議論ということにすべき

じゃないかというふうなことも考えております。そうしますと、こ

れも、今お話にありましたんですが、新市になった、合併をしたメ

リットということで、例えば職員数の削減というようなことからい

いますと、またかなり難しい面は出て来ようかと。ですから、裏腹

はあると思うんですけれども、４分の１近くの合併特例債を庁舎に

突っ込んでまずやるということがいいのかどうか。その辺のことも

いろいろ勘案すべきじゃないかというような気がいたしておりま

す。 

 

  岡田議長   それでは、東予市の茎田議長。 

 

 茎田副委員長  私も、今、塩崎さんや僕が言うたように、結論から言いますと建

てるべきだと思います。それにしましても、東予の助役が言うよう

に、玉虫色の表現をして、新市計画へ建てるという方向づけをして、

合併した時点で、また特別委員会でもこしらえて、その賛否は新し

い議員さんなり、首長さんらに任せてやっていくんが一番いいんじ

ゃないかと思います。４６０億じゃの、今言う数字ですけれども、

それは何も借金がないんで４６０億なら十分できるかわかりませ

んけれども、合併したときに、どういう方向になるかということは、

やっぱりしてみな、その数字は踊らんと思うんで、その時点でやっ

ぱり首長以下、議会のサイドの議員が相談して、事業費は何ぼぐら 



 

－24－ 

発言者 議題・発言内容 

 茎田副委員長 いでやるかどうかというのは、決めるのが一番ベターじゃないかな

という気がします。 

 

  岡田議長   一応、皆さん方からいろいろ出していただいたわけですけれども、

私も一応、委員長ではありますが、丹原町の議長という立場で出て

おりますので、私も述べさせていただけたらと思います。 

         先ほど来より現状の調査、説明いただきましたけれども、物理的

に到底１カ所には、今のままではどこへ持っていっても無理だと思

います。先ほど茎田議長からも申し上げましたけれども、やっぱり

新しい庁舎は建ててやるべきだと私も思っておりますが、それまで

の行き方はいろいろ方法があります。助役さん方が申されたような

方法でなかったらしようがない。３年になるか、５年になるか、ち

ょっと私もその辺、十分まだ検討しておりませんが、１０年という

のはちょっと長すぎるなというふうに思っておりますので、やっぱ

りこれからそういうやり方、いつというのは、これからの詰めであ

りますけれども、基本的な建てるか建てんかということについては、

丹原議長としてはやるべきだなというふうに考えておりますので、

そういうふうにお願いしたいと思います。 

         それでは、議長として進めたいと思いますが、建てるべきじゃと

いうのは、皆、ほとんど、一応は物理的に無理じゃから、当然出て

くると思う。ここで、先ほど茎田議長が、きょう決めとけというお

話があったけれども、その辺、どうだろうかと。 

 

  近藤委員   きょう、決めなくては次回の進行にいろいろ差し支えるというこ

とでもないんじゃなかろうかという気がいたします。ですから、も 



 

－25－ 

発言者 議題・発言内容 

  近藤委員  う少し、それぞれの２市２町、相談したり、協議をしたりする必要

性もあるような気もいたしますので、もう少し検討をして、次にで

も方向づけを委員長の方でしていただいた方がいいんじゃなかろ

うかという、そんな感じもせんことないんですが。 

 

                   （賛成の声あり） 

 

  岡田議長     さん、どうですか。 

 

  青木委員   はい、そう思います。きょう、結論は出しにくいです。 

 

  岡田議長   私も先ほどちょっと申し上げたかと思いますが、やはり帰ったら

それぞれ特別委員会もありますので、やっぱり相談ぐらいはかけて

こんとと思いますので、ここでぴしゃっと言い切りも、決まったぞ

と帰ってしたんでは、特別委員会が何を言うかわからないので、そ

の辺で、ぜひきょうはさせていただきたい。私の気持ちですけど、

皆さんはどうでしょうか。 

 

                 （「異議なし」の声あり） 

 

  岡田議長   それでは、そういうことで、次回ということに。 

 

 茎田副委員長  そういう意見も、僕の意見もあったということも言うてくれない

かん。 

 



 

－26－ 

発言者 議題・発言内容 

  岡田議長   そやけん、帰ったら、皆の意見。 

 

 茎田副委員長  決めという意見もあったし、東予の助役はもうちょっと待っとけ

いう意見もあったし、西条の議長はいかんという意見もあったとい

うことを言うてもらわな。 

 

  岡田議長   そういうことを踏まえて、また帰って、行政側も相談してもらわ

なん、議会側も相談してもらうしということで、そしたら、そうい

うことにきょうは、帰ってまたご相談してくるということにさせて

いただいたらと思います。 

         それから、申しておきますが、本日の結果について、今月２７日

に第３回合併協議会がございますので、その場で報告をせないけま

せんが、事務局と私にご一任いただいて、また、資料もございます

のでさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

                 （「異議なし」の声あり） 

 

  岡田議長   事務局、次の予定はどうなっている。 

 

  真鍋局長   次回の予定でございますが、第１回のときに、平成１５年の１月

中旬を予定しておるということでございましたが、この２月も含め

まして、この第３回の小委員会は日程調整を再調整をさせていただ

きたいと思っておりますので、また、委員の皆様の方のご都合等も

今後お尋ねいたしまして、１月から２月にかけてということで調整

させていただきたいと思います。 



 

－27－ 

発言者 議題・発言内容 

  岡田議長   次回はああいうことでございますので、本日の議題については、

先ほど申し上げましたような結論で、次の回へ継続するということ

にさせていただきます。 


